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  第１章 報酬・費用弁償 

 

  ○福井県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例 

 

平成１９年４月１日 

条 例 第 １ ８ 号 

 
平成２０年１１月２１日条例第１０号 
令和 ８年 ２月１３日条例第 １号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２０３条

の２第４項の規定に基づく報酬及び費用弁償並びにその支給方法について、他の条例に特別の

定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。 

（支給対象） 

第２条 次に掲げる者（以下「特別職の職員等」という。）がその職務に従事したときは、報酬

及び費用弁償を支給する。ただし、第１号に規定する者には報酬を支給しない。 

(1) 広域連合長及び副広域連合長 

(2) 選挙管理委員会の委員及び監査委員 

(3) 審査会、審議会、調査会等法第１３８条の４第３項の規定により設置された附属機関の委

員その他の構成員（以下「附属機関の委員等」という。） 

(4) 前各号に掲げる者以外の非常勤の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「非常勤職員」とい

う。） 

２ 別表第１に掲げる者には、実費弁償を支給する。 

（報酬の額等） 

第３条 特別職の職員等に支給する報酬の額は、別表第２に定めるところによる。 

（費用弁償等の支給及びその種類） 

第４条 特別職の職員等が公務のため旅行したときに支給する費用弁償の額は別表第３に定める

ところによる。 

２ 選挙管理委員会の委員が委員会に出席し、監査委員の委員があらかじめ定められた日に監査

業務を行ったときは、別表第４により費用弁償として旅費を支給する。 

３ 第２条第２項に規定する者に支給する実費弁償の額は、福井県後期高齢者医療広域連合職員

等の旅費に関する条例（平成１９年福井県後期高齢者医療広域連合条例第１０号）の規定に基

づき、支給すべき額に相当する額とする。 

（費用弁償等の支給方法） 

第５条 費用弁償及び実費弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費の支給方法の例によるものと

する。 

 

 

 附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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  附 則（平成２０年条例第１０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和８年条例第１号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の福井県後期高齢者医療広域連合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例

の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行に

ついては、なお従前の例による。 

 

 

別表第１（第２条関係） 

(1) 法第１００条第１項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、法第１０９条第５項、

第１０９条の２第４項及び第１１０条第４項の規定により出頭した参考人、法第１９９条第

８項の規定により出頭した関係人並びに法第１０９条第４項、第１０９条の２第４項及び第

１１０条第４項の規定による公聴会に参加した者 

(2) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２１２条第１項の規定により出頭した選挙人

その他の関係人 

 

 

別表第２（第３条関係） 

区分 報酬額 

選挙管理 

委員会 

委員長 日額７，０００円 

委員 日額６，０００円 

監査委員 日額１０，０００円 

附属機関の委員等その他の

非常勤職員 

予算の範囲内で広域連合長

が定める額 

 

 

別表第３（第４条関係） 

区分 広域連合長 副広域連合

長 

選挙管理委

員会委員・

監査委員 

附属機関の委員

等その他の非常

勤職員 

鉄道賃 旅客運賃、急行料金、座席指定料金及び特別車両料金 

船賃 旅客運賃 (はしけ賃及び桟橋賃を含

む。)(旅客運賃の等級を3階級に区分す

る船舶又は2階級に区分する船舶を運航

させる航路による旅行の場合には、最上

級の旅客運賃)、寝台料金、座席指定料

金及び特別船室料金 

福井県後期高齢

者医療広域連合

職員の例によ

る。 
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航空賃 現に支払った旅客運賃及び特別座席料金 

宿
泊
費
（
１
夜
に
つ
き
・
上
限
付
き
実
費
） 

埼玉、東京、京都 40,000円 27,000円 19,000円 

福岡 38,000円 25,000円 18,000円 

千葉 36,000円 24,000円 17,000円 

神奈川、新潟 34,000円 22,000円 16,000円 

香川 32,000円 21,000円 15,000円 

熊本 29,000円 20,000円 14,000円 

北海道、岐阜、大阪、広島 27,000円 18,000円 13,000円 

山梨、兵庫、宮崎、鹿児島 25,000円 17,000円 12,000円 

青森、秋田、茨城、富山、

長野、愛知、滋賀、奈良、

和歌山、高知、佐賀、長

崎、大分、沖縄 

23,000円 15,000円 11,000円 

宮城、山形、栃木、群馬、

福井、岡山、徳島、愛媛 

21,000円 14,000円 10,000円 

岩手、石川、静岡、三重、

島根 

19,000円 13,000円 9,000円 

福島、鳥取、山口 17,000円 11,000円 8,000円 

外国 旅費法準拠 

包括宿泊費 パック旅行に要する費用 

宿泊手当 2,400円／泊（素泊まり） 

1,600円／泊（宿泊費に夕又は朝食代いずれかが含まれて

いる場合） 

800円／泊（宿泊費に夕朝食代いずれも含まれている場

合） 

備考 

１ 宿泊費は、旅行中の宿泊について宿泊地の都道府県の区分に応じ、実費額（上限付き）を支

給する。 

２ 包括宿泊費は、移動及び宿泊が一体となったものについて支給する。その額は、交通費の額

と宿泊費上限額の合計額を上限として、実費額とする。 

３ 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸経費（夕朝食代のかかり増し経費を含む。）に充て

るための費用として１夜あたりの定額を支給する。ただし、宿泊を伴わない旅行には支給しな

い。 

 

別表第４（第４条関係） 

招集地と居住地の往復距離 費用弁償（日額） 

８０キロメートル未満 ３，０００円 

８０キロメートル以上９０キロメートル未満 ３，３７０円 

９０キロメートル以上１００キロメートル未満 ３，７４０円 

１００キロメートル以上１１０キロメートル未満 ４，１１０円 
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１１０キロメートル以上１２０キロメートル未満 ４，４８０円 

１２０キロメートル以上１３０キロメートル未満 ４，８５０円 

１３０キロメートル以上１４０キロメートル未満 ５，２２０円 

１４０キロメートル以上１５０キロメートル未満 ５，５９０円 

１５０キロメートル以上１６０キロメートル未満 ５，９６０円 

１６０キロメートル以上１７０キロメートル未満 ６，３３０円 

１７０キロメートル以上１８０キロメートル未満 ６，７００円 

１８０キロメートル以上１９０キロメートル未満 ７，０７０円 

１９０キロメートル以上２００キロメートル未満 ７，４４０円 

２００キロメートル以上２１０キロメートル未満 ７，８１０円 

２１０キロメートル以上２２０キロメートル未満 ８，１８０円 

２２０キロメートル以上２３０キロメートル未満 ８，５５０円 

２３０キロメートル以上２４０キロメートル未満 ８，９２０円 

２４０キロメートル以上２５０キロメートル未満 ９，２９０円 

２５０キロメートル以上２６０キロメートル未満 ９，６６０円 

２６０キロメートル以上２７０キロメートル未満 １０，０３０円 

２７０キロメートル以上２８０キロメートル未満 １０，４００円 

２８０キロメートル以上２９０キロメートル未満 １０，７７０円 

２９０キロメートル以上３００キロメートル未満 １１，１４０円 

３００キロメートル以上 １１，１４０円に３００キロメー

トル以上の距離が１０キロメート

ル増すごとに３７０円を加えた額 

 


